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６ 議事の概要

選挙人名簿の抹消者について

選挙人名簿の登録者について

選挙人名簿からの抹消について

開票立会人を定めるくじを行う日時及び場所の決定について

千葉市緑区選挙管理委員会委員長の執務場所について

投票所の投票立会人の選任について

期日前投票所の投票立会人の選任について

令和３年第１回臨時会　千葉市緑区選挙管理委員会会議録

(1)議案第12号　選挙人名簿の抹消者について
　　 選挙人名簿の抹消者については、全員異議がなかったので、原案のとおり
　 決定した。

(2)議案第13号　選挙人名簿の登録者について
　　 選挙人名簿の登録者については、全員異議がなかったので、原案のとおり
　　決定した。

(3)議案第14号　選挙人名簿からの抹消について
　　 選挙人名簿からの抹消については、全員異議がなかったので、原案のとお
　 り決定した。

(4)議案第15号　投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について
　　 投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任については、全員異議がな
　 かったので、原案のとおり決定した。

(5)議案第16号　期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について
　　 期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任については、全員異
　 議がなかったので、原案のとおり決定した。

(6)議案第17号　開票管理者及びその職務代理者の選任について
　　 開票管理者及びその職務代理者の選任については、全員異議がなかったの
　 で、原案のとおり決定した。

令和3年3月3日（水）　午前9時30分～午前10時30分

千葉市緑区役所　4階選挙管理委員会室

投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について

期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について

開票管理者及びその職務代理者の選任について

投票所の決定について

期日前投票所の決定について

期日前投票所を開く時刻の繰り下げについて

不在者投票を行う場所等について

開票の場所及び日時の決定について

投票記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所について
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(12)議案第23号　投票記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び
　　　　　　　　場所の決定について
　　 投票記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び場所の決定
　 については、全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

(13)議案第24号　開票立会人を定めるくじを行う日時及び場所の決定について
　　 開票立会人を定めるくじを行う日時及び場所の決定については、全員異議が
　 なかったので、原案のとおり決定した。

(14)議案第25号　千葉市緑区選挙管理委員会委員長の執務場所について
　　 千葉市緑区選挙管理委員会委員長の執務場所については、全員異議がなか
　 ったので、原案のとおり決定した。

(15)議案第26号　投票所の投票立会人の選任について
　　 投票所の投票立会人の選任については、全員異議がなかったので、原案の
   とおり決定した。

(16)議案第27号　期日前投票所の投票立会人の選任について
　　 期日前投票所の投票立会人の選任については、全員異議がなかったので、
   原案のとおり決定した。

(7)議案第18号　投票所の決定について
　　 投票所の決定については、全員異議がなかったので、原案のとおり決定した。

(8)議案第19号　期日前投票所の決定について
　　 期日前投票所の決定については、全員異議がなかったので、原案のとおり
　 決定した。

(9)議案第20号　期日前投票所を開く時刻の繰り下げについて
　　 期日前投票所を開く時刻の繰り下げについては、全員異議がなかったので
　 原案のとおり決定した。

(10)議案第21号　不在者投票を行う場所等について
　　 不在者投票を行う場所等については、全員異議がなかったので、原案のと
　 おり決定した。

(11)議案第22号　開票の場所及び日時の決定について
　　 開票の場所及び日時の決定については、全員異議がなかったので、原案の
　 とおり決定した。

(1)議案第12号　選挙人名簿の抹消者について
　　事務局　：前回の委員会時の名簿登録者から、新たに生じた死亡及び国籍喪失
　　　　　　　者や、住所の移動により４か月を経過した者、在外選挙人名簿への
　　　　　　　登録移転を行った者及び誤載者について、本日付で緑区の選挙人名
　　　　　　　簿から抹消する。
　　質　疑　：特になかった。

(2)議案第13号　選挙人名簿の登録者について
　　事務局　：前回の登録時から本日までの間において、緑区に住所を有する者の
　　　　　　　うち、新たに１８歳の誕生日を迎えた者、緑区に住民票を作成して
　　　　　　　から３か月が経過した者について、本日付で緑区の選挙人名簿に登
　　　　　　　録する。
　　質　疑　：3月1日の定時登録に対して、今回は、知事選に伴い、選挙人名簿の
　　　　　　　登録を行うとのことだが、市長選でも同様の議案審議を行うのか。
　　答　弁　：市長選に伴う選挙人名簿の登録については、次回の第2回臨時会で
　　　　　　　議案審議を行う予定である
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(6)議案第17号　開票管理者及びその職務代理者の選任について
　　事務局　：千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における開票管理者及びその
　　　　　　　職務代理者を選任する。
　　質　疑　：特になかった。

(7)議案第18号　投票所の決定について
　　事務局　：千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における投票所を定める。
　　質　疑　：特になかった。

(8)議案第19号　期日前投票所の決定について
　　事務局　：千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における期日前投票所を定める。
　　質　疑　：特になかった。

(9)議案第20号　期日前投票所を開く時刻の繰り下げについて
　　事務局　：千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における期日前投票所の開く
　　　　　　　時間を30分繰下げる。
　　質　疑　：特になかった。

(10)議案第21号　不在者投票を行う場所等について
　　事務局　：千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における不在者投票所を定める。
　　質　疑　：特になかった。

(11)議案第22号　開票の場所及び日時の決定について
　　事務局　：千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における開票の場所及び日時を
　　　　　　　定める。
　　質　疑　：今回、初めて県知事選と市長選のダブル選挙となるが、開票の場所は
　　　　　　　１か所となる。開票作業はどのように進めるのか。
　　答　弁　：県知事と市長選の開票作業について、それぞれ個別の作業ラインを
　　　　　　　設置して、同時に進める予定である。

(3)議案第14号　選挙人名簿からの抹消について
　　事務局　：公職選挙法第28条第2号の規定により、選挙時登録から選挙期日
　　　　　　　前日までに転出後四箇月を経過する者を抹消する。
　　質　疑　：特になかった。

(4)議案第15号　投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について
　　事務局　：公職選挙法第37条及び公職選挙法施行令第24条の規定により、
　　　　　　　千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における投票所の投票管理者
　　　　　　　及びその職務代理者を選任する。
　　質　疑　：特になかった。

(5)議案第16号　期日前投票所の投票管理者及びその職務代理者の選任について
　　事務局　：公職選挙法第48条の2及び公職選挙法施行令第49条の7の規定によ
　　　　　　　り、千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における期日前投票所の
　　　　　　　投票管理者及びその職務代理者を選任する。
　　質　疑　：特になかった。

(12)議案第23号　投票記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじを行う日時及び
　　　　　　　　場所の決定について
　　事務局　：公職選挙法第175条第3項の規定により、千葉県知事選挙及び千葉
　　　　　　　市長選挙における投票記載所の氏名等の掲示の順序を定めるくじ
　　　　　　　を行う日時と場所を定める。
　　質　疑　：掲示の順序を決めるくじは、直接、候補者が引くのか。
　　答　弁　：各選挙管理委員会の事務局職員が棒状のくじを引く。
　　　　　　　なお、候補者と同じ人数の事務局職員が、最初は、くじを引く
　　　　　　　順番を決めるため、事前のくじ引きを行い、次に、掲示の順序を
　　　　　　　決めるくじ引きを行う。
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（続き） (13)議案第24号　開票立会人を定めるくじを行う日時及び場所の決定について
　　事務局　：公職選挙法第62条第2項、第4項、第5項の規定により、千葉県知事
　　　　　　　選挙及び千葉市長選挙における開票立会人を定めるくじを行う日時
　　　　　　　及び場所を定める。
　　質　疑　：特になかった。

(14)議案第25号　千葉市緑区選挙管理委員会委員長の執務場所について
　　事務局　：千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における千葉市緑区選挙管理委員会
　　　　　　　委員長の執務場所を定める。
　　質　疑　：特になかった。

(15)議案第26号　投票所の投票立会人の選任について
　　事務局　：千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における投票所の投票立会人を選任
　　　　　　　する。
　　質　疑　：特になかった。

(16)議案第27号　期日前投票所の投票立会人の選任について
　　事務局　：千葉県知事選挙及び千葉市長選挙における期日前投票所の投票立会人
　　　　　　　を選任する。
　　質　疑　：特になかった。


